
 

石川県建設工事競争入札参加資格に係る主観的事項審査事務取扱要領 

 

 

（趣 旨） 

第１条 この要領は、石川県建設工事指名競争入札参加者等選定要綱及び石川県建設工事

共同企業体指名事務取扱要領に規定する主観的事項の審査について必要な事項を定める

ものとする。 

 

（主観的事項の審査対象） 

第２条 主観的事項の審査は、県内に主たる営業所を有する建設業者（以下「県内建設業

者」という。）及び経常建設共同企業体を対象として、別表に掲げる項目について行う。 

 

（主観的事項の審査資料） 

第３条 主観的事項の審査を受けようとする者（以下「受審者」という。）で別表に掲げる

項目のうち、第３、５、７、８、９及び１０について審査を受けようとする者は、別紙

様式第 1 号又は別紙様式第 2 号による審査資料に確認書類を添えて知事に提出しなけれ

ばならない。 

２ 前項の審査資料の提出期間は、次のとおりとする。 

 一 県内建設業者で、別表に掲げる第３、５、７、８、９上段、９下段（１）及び１０

の受審者にあっては２月１日から２月２８日までとし、第９下段（２）の受審者にあ

ってはいしかわ産業化資源活用推進ファンド事業の採択日から２週間以内とする。 

 二 県内建設業者であって入札参加資格審査申請（以下「資格申請」という。）を随時に

行う者 当該申請のとき。 

 三 経常建設共同企業体 資格申請のとき。 

 

（主観点数の適用） 

第４条 主観点数は、別表による評点を合計して算定する。ただし、経常建設共同企業体

の主観点数は、各構成員について算定される評点の平均値によるものとし、１点未満の

端数は切り捨てる。 

２ 別表第３、５、６、７、８、９、１０、１１及び１２は、全ての申請業種に配点する。 

３ 別表第１、２及び４は、該当業種に配点する。 

４ 主観点数は、一年度限りを有効期間とする。 

 

（主観的事項の審査結果） 

第５条 受審者に対する主観的事項の審査結果の通知は、入札参加資格の決定の通知をも

って行う。ただし、受審者に対し入札参加資格の決定の通知を行わない場合には、次項

に規定する公表をもって通知に代えるものとする。 

２  主観的事項の審査結果は、請負業者有資格者名簿と併せて公表する。 

 

（その他） 

第６条 この要領に定めのない事項については、別に定める。 



 

附 則 

 １ この要領は、平成１５年５月３０日から施行する。 

 ２ 平成１５年度の入札参加資格に係る主観的事項については、別表第３項の規定に関

わらず平成１５年３月３１日を審査基準日とする。 

附 則 

 １ この要領は、平成１８年５月１日から施行する。 

  附 則 

 １ この要領は、平成１９年１月１１日から施行する。 

附 則 

 １ この要領は、平成２０年２月２１日から施行する。 

附 則 

 １ この要領は、平成２１年３月１６日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成２２年３月１８日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成２３年３月１６日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成２４年３月１３日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成２５年１月１５日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成２６年１月１７日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成２７年１月２６日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成２７年４月１０日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成２８年１月２０日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成２９年１月１３日から施行する。 

 



別 表 

評価項目 算定方法及び評点 

 技 術 力  

 １ 

工事成績 

 工事成績評定要領に基づき、環境部、農林水産部及び土木部における工

事の評定点（２件以上の場合は各評定点の平均点）に応じ、表に掲げる点

数を加点・減点する。 

表 

評定点 点数 

９０点以上 １００ 

８９点～ ９５ 

８８点～ ９０ 

８７点～ ８５ 

８６点～ ８０ 

８５点～ ７５ 

８４点～ ７０ 

８３点～ ６５ 

８２点～ ６０ 

８１点～ ５５ 

８０点～ ５０ 

７９点～ ４５ 

７８点～ ４０ 

７７点～ ３５ 

７６点～ ３０ 

７５点～ ２５ 

６５～７５点未満 ０ 

６５点未満 －２５ 

※ 加点・減点の対象は、石川県建設工事指名競争入札参加者等選定要綱

別表第一における土木一式工事、舗装工事、造園工事及びその他工事に

ついては毎年度の前３年にわたる暦年に、建築一式工事及び設備工事に

ついては毎年度の前５年にわたる暦年にそれぞれ完成検査が行われた請

負金額５００万円以上の工事を対象とする。 

※ 対象工事が２件以上で、６５点未満の工事がある場合については、各

評定点の平均点に応じた点数から、２５点に６５点未満の工事の件数を

乗じた点数を減点する。 

 ２ 

優良工事表彰 

 

 毎年度の前年度において、農林水産部及び土木部の両部における優良工

事表彰要綱に基づき、表彰を受けた者に加点する。 

ただし、当該業種で農林水産部、土木部において知事表彰、部長表彰を

受賞した者は、点数をそれぞれ加算する。 

（１）知事表彰                      ２０点 

（２）農林水産部長表彰又は土木部長表彰          １０点 

 

 ３ 

ISO9001 の認証取得 

 

 毎年度の直前の１月３１日現在において、ISO9001 について、公益財団

法人日本適合性認定協会（以下、「ＪＡＢ」という。）に認定されている審

査登録機関又はＪＡＢと相互認証している認定機関に認定されている審査

登録機関の認証を取得している者に加点する。 

１０点  

 ４ 

契約後 VE 提案 

  

毎年度の前年度において、VE 提案が採用された者に加点する。 

 

１５点  



評価項目 算定方法及び評点 

 社 会 性  

 ５ 

ISO14001 の認証取得、

エコアクション２１認証

登録、又はいしかわ事業

者版環境ＩＳＯ登録 

 

 毎年度の直前の１月３１日現在において、ISO14001 について、ＪＡＢ

に認定されている審査登録機関又はＪＡＢと相互認証している認定機関に

認定されている審査登録機関の認証を取得している者に加点する。 

 

１０点  

 

 毎年度の直前の１月３１日現在において、エコアクション２１について、

一般財団法人持続性推進機構に認証・登録されている者に加点する。 

 

※ ISO14001 の認証を受け主観点数を加点された者には、加点しない。 

 

１０点  

 

 毎年度の直前の１月３１日現在において、いしかわ事業者版環境ＩＳＯ

について、石川県から登録証を交付されている者に加点する。 

 

※ ISO14001 の認証を受け、又は、エコアクション２１に登録し、主観

点数を加点された者には、加点しない。 

５点  

 ６ 

災害時等における応急対

策工事の協力者等 

 

 毎年度の直前の３月３１日現在において、石川県と一般社団法人石川県

建設業協会との間で締結している「広域災害時等における広域応急対策工

事に関する細目協定」による協力者、又は、石川県と一般社団法人石川県

建設業協会及び石川県森林土木協会との間で締結している「災害時におけ

る応急工事に関する基本協定」による協力者に加点する。 

１０点  

 

 毎年度の直前の３月３１日現在において、各土木総合事務所と各地区建

設業協会との間に締結している、「災害時等における応急対策工事に関する

細目協定」の協力者、又は、石川県と「災害時における応急仮設住宅の建

設に関する協定」を締結している一般社団法人プレハブ建築協会の会員に

加点する。 

５点  

 ７ 

次世代育成雇用環境の 

整備 

 

 毎年度の直前の１月３１日までに、「次世代育成支援対策推進法」第１２

条に基づき、行動計画を厚生労働大臣に届け出をした者に加点する。 

 

 

（１）常時雇用する労働者が５０人以上の者で、「次世代育成支援対策推進

法」第１２条第１項に基づき、一般事業主行動計画を策定し、厚生労

働大臣にその旨を届け出した者 

１０点  

 

 

（２）常時雇用する労働者が４９人以下の者で、「次世代育成支援対策推進

法」第１２条第４項に基づき、一般事業主行動計画を策定し、厚生労

働大臣にその旨を届け出した者 

１０点  



評価項目 算定方法及び評点 

 ８ 

障害者の雇用 

 

 毎年度の前年度において、「障害者の雇用の促進等に関する法律」第２条

に定める障害者を常時雇用している者に加点する。 

 

（１）常時雇用する労働者が５０人以上の者で、「障害者の雇用の促進等に

関する法律」第４３条に基づき障害者を雇用し、かつ常用労働者の数

に対する障害者の割合（障害者雇用率）が、同法に定める率（法定雇

用率）以上である者 

１０点  

 

（２）常時雇用する労働者が４９人以下の者で、毎年度の直前の１月３１

日現在において、障害者を１人以上雇用している者 

１０点  

 

 ９ 

石川県建設業複業化支援 

プログラムの承認又は 

いしかわ産業化資源活用 

推進ファンド事業の採択 

 

 

 

平成２５年度から平成２６年度までに石川県建設業複業化支援プログラ

ムの承認を受け、承認を受けた事業を営んでいる者に、承認から５年間を

限度として加点する。 

 

１５点  

  

いしかわ産業化資源活用推進ファンド事業の下記アからキに該当する支

援メニューについて採択を受けた者に、採択から５年間を限度として加点

する。 

 

（１）平成２７年度から平成２８年度までにいしかわ産業化資源活用推進

ファンド事業の採択を受け、採択を受けた事業を営んでいる者 

 

（２）平成２９年度にいしかわ産業化資源活用推進ファンド事業の採択を

受けた者 

 

ただし、（１）、（２）ともに採択を受けた事業内容が下記の場合は

加点しない。 

・新商品等の開発・事業化のために行う実現可能性調査、研究 

・既に新分野に進出している事業者がさらなる顧客獲得等のために 

行う事業 

 

※ 石川県建設業複業化支援プログラムの承認を受け、主観点を加点され 

た者には、加点しない。 

                             １５点 

表 

ア 中小企業による全国・海外市場を狙った産業化資源活用新商品

等の開発・事業化に対する支援 

イ 中小企業による全国・海外市場を狙った産業化資源活用新商品

等の開発・事業化に対する支援（小規模企業者枠） 

ウ 中小企業による海外市場を狙った産業化資源活用新商品等の

開発・事業化に対する支援（海外展開支援枠） 

エ 新しい食品加工ビジネスモデル構築支援事業 

オ 農林水産物の一次加工施設等整備支援事業 

カ 農業参入によるビジネスモデル構築支援事業 

キ 新商品開発・健康サービス創出支援事業 
 



評価項目 算定方法及び評点 

 １０ 

社会的取組み 

 

下表のアからコに該当する者に、該当する項目の数に応じて加点する。 

ただし、同一内容の取組みにより複数に該当する場合は１項目として数

える。 

１項目に該当     ５点  

２項目以上に該当  １０点  

  表 

ア 毎年度の直前の１月３１日現在において、いしかわ我がまちア

ドプト制度について、活動団体として活動を行っている者 

※ サポーターとして支援のみを行っている者には、加点しない。 

イ 毎年度の直前の１月３１日現在において、消防団協力事業所表

示制度について、市又は町から「協力事業所」として認定されて

いる者 

ウ 毎年度の直前の１月３１日現在において、いしかわ男女共同参

画推進宣言企業認定制度について、知事から認定を受けている者 

エ 毎年度の直前の１月３１日現在において、エコドライブ推進事

業所認定制度について、知事から認定を受けている者 

オ 毎年度の直前の１月３１日現在において、いしかわ版里山づく

りＩＳＯ制度について、知事から認証を受けている者 

カ 毎年度の直前の１月３１日現在において、企業の森づくり推進

事業について、協定を締結している者 

キ 毎年度の直前の１月３１日現在において、協力雇用主として金

沢保護観察所に登録している者 

ク 毎年度の直前の１月３１日現在において、建設業法第２６条第

１項に定める主任技術者となりうる女性技術者を雇用している

者 

ケ 毎年度の前年度において、建設統計調査について、国土交通大

臣から表彰を受けた者 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 

指名停止 

 

 

 毎年度の前年度において、「石川県建設工事請負業者の指名停止に関する

要綱」に基づき、指名停止措置を受けた者について、指名停止期間に応じ、

表に定める点数を減点する。 

 なお、期間内に２回以上指名停止の措置を受けた場合は、それぞれの点

数を減点する。 

 

表 

指名停止期間 点数 

２週間未満 －１０点 

２週間以上～１ヵ月未満 －２０点 

１ヵ月以上～２ヵ月未満 －３０点 

２ヵ月以上～３ヵ月未満 －４０点 

３ヵ月以上 －５０点 

 

 

 

 

 

 

 

 



評価項目 算定方法及び評点 

 １２ 

監督処分 

 

 毎年度の前年度において、建設業法第２８条に基づき、営業停止を受け

た者について、営業停止期間に応じ、表に定める点数を減点する。 

 なお、期間内に２回以上営業停止の処分を受けた場合はそれぞれの点数

を減点する。 

 

表 

営業停止期間 点数 

１５日未満 －１０点 

１５日以上～３０日未満 －２０点 

３０日以上～６０日未満 －３０点 

６０月以上～９０日未満 －４０点 

９０日以上 －５０点 

 

 

 



別紙様式第１号（県内建設業者用） 

 

     年度石川県建設工事競争入札参加資格に係る主観的事項審査資料 

 

  年  月  日   

 

 石川県知事           様 

 

所  在  地 〒               

商号又は名称                   

代   表   者                 印 

                           TEL   

 

 

     年度石川県建設工事競争入札参加資格について、下記のとおり主観的事項に該

当しますので、関係書類を添えて提出します。 

 なお、この資料の記載事項については、事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 
 
  

  許可番号           許可 （  －  ）第    号 

 

    

  申請内容 

（該当する番号を○で囲むこと。９については、別表第１０の表中アからケのうち該当

する記号を記載すること。） 

１ ISO9001 の認証取得 

   ２ ISO14001 の認証取得 

３ エコアクション２１への認証・登録 

   ４ いしかわ事業者版環境ＩＳＯの登録 

５ 次世代育成雇用環境の整備 

   ６ 障害者の雇用 

   ７ 石川県建設業複業化支援プログラムの承認 

８ いしかわ産業化資源活用推進ファンド事業の採択 

   ９ 社会的取組み（   ）（   ） 

確認書類  別添のとおり

国土交通大臣 

石川県知 事 

般 

特 



別紙様式第２号（経常建設共同企業体用） 

 

    年度石川県建設工事競争入札参加資格に係る主観的事項審査資料 

    年  月  日 

 石川県知事           様 

 
共同企業体代表者の                         

                        主たる営業所の所在地 〒                  

    商号又は名称                    

代   表   者                 印 
 

共同企業体構成員の                         
                        主たる営業所の所在地 〒                 

      商号又は名称                    

代   表   者                 印 

 

     年度石川県建設工事競争入札参加資格について、下記のとおり主観的事項に該当
しますので、関係書類を添えて提出します。 
 なお、この資料の記載事項については、事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 
 

代表者及び構成員 

の商号又は名称 
許可番号及び許可年月日 

申 請 内 容 
（該当する番号を○で囲むこと。９については、

別表第１０の表中アからコのうち該当する記

号を記載すること。） 

 

代 表 者 

 
 

       許可（ － ）第   号 

 

 

 

１ ISO9001 の認証取得 

２ ISO14001 の認証取得 

３ ｴｺｱｸｼｮﾝ 21 を認証・登録 

４ いしかわ事業者版環境ＩＳＯ 

５ 次世代育成雇用環境の整備 

６ 障害者の雇用 

７ 石川県建設業複業化支援プログラムの承認 

８ いしかわ産業化資源活用推進ファンド事業

の採択 

９ 社会的取組み（  ）（  ） 

 

構 成 員 

 
 

      許可（ － ）第   号 

 

 

 

１ ISO9001 の認証取得 

２ ISO14001 の認証取得 

３ ｴｺｱｸｼｮﾝ 21 を認証・登録 

４ いしかわ事業者版環境ＩＳＯ 

５ 次世代育成雇用環境の整備 

６ 障害者の雇用 

７ 石川県建設業複業化支援プログラムの承認 

８ いしかわ産業化資源活用推進ファンド事業

の採択 

９ 社会的取組み（  ）（  ） 

確認書類  別添のとおり 
（注）１ 本調査資料は、競争入札参加資格審査申請書と併せて提出すること。 

２ 3 者以上による共同企業体の場合は欄を追加して記載すること。 

国土交通大臣 

石川県知事 

国土交通大臣 

石川県知事 

般 

特 

般 

特 


